
 

 

熊本県教育委員会規則第２号 
   熊本県立教育センター規則等の一部を改正する規則 

 （熊本県立教育センター規則の一部改正） 

第１条 熊本県立教育センター規則（昭和４６年熊本県教育委員会規則第１８号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第８号中「熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）第１９

条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条」に、「個

人情報の」を「保有個人情報の」に改める。 

 （熊本県立装飾古墳館条例施行規則の一部改正） 

第２条 熊本県立装飾古墳館条例施行規則（平成３年熊本県教育委員会規則第２０号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第９号中「熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）第１９

条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条」に、「個

人情報の」を「保有個人情報の」に改める。 

 （熊本県立青少年の家条例施行規則の一部改正） 

第３条 熊本県立青少年の家条例施行規則（平成１０年熊本県教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第７条第９号中「熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）第１９

条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条」に、「個

人情報の」を「保有個人情報の」に改める。 

 （熊本県立美術館条例施行規則の一部改正） 

第４条 熊本県立美術館条例施行規則（平成２２年熊本県教育委員会規則第６号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第１項第１１号中「熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）

第１９条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条」に、

「個人情報の」を「保有個人情報の」に改める。 

 （熊本県教育委員会が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正） 

第５条 熊本県教育委員会が保有する行政文書の管理に関する規則（平成２４年熊本県教

育委員会規則第８号）を次のように改正する。 

  第４条第１項第５号中「熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）

第１４条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７６条」に、

「第２３条」を「第９０条」に、「同条例第１９条第１項」を「同法第８２条第１項」

に、「第２５条第１項」を「第９３条第 1 項若しくは第２項」に改める。 

附 則 



 

 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

          


